
受 講 生 募 集
！

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がい等で、判断能力が不十分な方々に
対し、後見人等の支援者を選任し、財産管理や福祉サービスの契約等を行いながら、そ
の方が地域で安心して暮らせるように支える制度です。
この度、竹田市では、地域の方を、地域の身近な立場から支える「市民後見人」の養

成講座を開催します。ご興味のある方はぜひご参加ください。
（講師には、弁護士、司法書士、社会保険労務士、社会福祉士、家庭裁判所職員、市職
員、地域包括支援センター職員等を予定しています）

◎対 象 ：竹田市在住、または竹田市内に勤務する方。全ての日程に参加できる方
（将来的に市民後見人として活躍できるよう、受講後には修了証が発行されます。

※ご自身のスキルアップを目的とした受講も大歓迎です）

◎開催日程：令和６年１０月５日（土）～１１月３０日（土）の１４日間（裏面をご参照ください）

◎開催場所：竹田市総合社会福祉センター（竹田市役所の隣）等

◎定 員 ：１５名程度 （応募多数の場合は調整させて頂きます。ご了承ください）

◎申込方法：申込用紙をご提出いただきます。くわしくは下記までお問い合わせください。

◎申込期間：令和６年９月２日（月）～令和６年９月２７日（金）まで

〒８７８－００１１
竹田市大字会々１６５０番地（竹田市総合社会福祉センター内）
たけたししゃかいふくしきょうぎかい たけたしけんりようご ・ せいねんこうけんしえん
竹田市社会福祉協議会 竹田市権利擁護・成年後見支援センター

（担当：高野、吉野、池部）
電 話 ０９７４－６３－１５５１

ＦＡＸ ０９７４－６３－１０５０

～お申込み・お問い合わせ～

後犬ちゃん

たけたん



日 曜日 時間 科目名 講師

9：00～9：30 開講式 オリエンテーション -

9：30～10：30 成年後見制度のパンフレット説明 社会福祉士

10：30～12：00 市民後見人概論 社会福祉士

18：00～19：00 高齢者・認知症の理解 地域包括支援
センター

19：00～20：00 障がい者の理解（知的障がい、精神障がい） 竹田市（社会福祉課）

18：00～19：00 介護保険制度 竹田市（高齢者福祉課）

19：00～20：00 高齢者施策 / 高齢者虐待防止法 竹田市（高齢者福祉課）

10月15日 火曜日 18：00～20：00 成年後見概論 弁護士

9：00～10：00 消費者被害について 竹田市消費生活
センター

10：00～11：00 税務申告制度について 竹田市（税務課）

11：00～12：00 年金制度について 社会保険労務士

18：00～19：00 家族法 弁護士

19：00～20：00 財産法 弁護士

18：00～19：00 生活保護制度 竹田市（社会福祉課）

19：00～20：00 障がい者施策 / 障がい者虐待防止法  竹田市（社会福祉課）

18：00～19：00 成年後見各論Ⅰ 法定後見制度 社会福祉士

19：00～19：30 成年後見各論Ⅱ 任意後見制度 社会福祉士

19：30～20：00 成年後見制度と市町村責任 社会福祉士

18：00～19：00 日常生活自立支援事業について（あんしんサポート） 大分県社協

19：00～20：00 健康保険制度 竹田市（保険健康課）

11月12日 火曜日 18：00～20：00 家庭裁判所の実際 家庭裁判所

18：00～19：00 成年後見の実務① 申立手続き書類の作成 司法書士

19：00～20：00 成年後見の実務② 財産目録の作成 司法書士

8：30～9：30 成年後見の実務③ 後見計画・収支予定の作成 司法書士

9：30～10：30 成年後見の実務④ 報告書の作成 司法書士

10：30～11：30 成年後見の実務⑤ 後見付与申立の実務 司法書士

11：30～12：30 成年後見の実務⑥ 後見事務終了時の手続き / 死後事務 司法書士

11月26日 火曜日 18：00～20：00 対人援助の基礎 社会福祉士

9：00～10：30 後見実施機関の実務と市民後見活動に対するサポート体制 他市社協

10：30～11：00 現役市民後見人による実践報告 他市社協

11：00～11：30 グループワーク（研修の感想、今後へ向けて） 社会福祉士

11：30～12：00 修了証授与式、閉講式 -

11月23日 土曜日

11月30日 土曜日

11月1日 金曜日

11月5日 火曜日

11月19日 火曜日

10月19日 土曜日

10月22日 火曜日

10月25日 金曜日

10月11日 金曜日

令和６年度 竹田市市民後見人養成講座 日程表

10月5日 土曜日

10月8日 火曜日
オレンジリングもらえます！


